災害時における観光危機管理体制の構築に向けた検討業務委託　実施要領
（公募型プロポーザル）

１　案件名称
災害時における観光危機管理体制の構築に向けた検討業務委託

２　業務内容に関する事項
（１）事業目的と概要
昨今、日本各地において、地震や風水害などの災害が頻発していることに加え、南海トラフ地震の発生可能性も年々高まっていることを踏まえ、神戸市においても、平時からの備えとして、観光客の安全確保のための官民で連携した危機管理体制の構築が急務である。
本業務では、2019年に策定した「神戸市観光危機管理対策指針」をはじめ、神戸市の「地域防災計画」や「帰宅困難者対策基本指針」など関連する既存の計画等を踏まえ、行政及び観光関係事業者が「共助」の観点から連携し、災害発生直後から観光客の帰宅支援までのフェーズにおいて、具体的かつ実効性の高い観光危機管理対策を講じることを目的とする。特に、策定されたマニュアル類が現場で確実に「機能」し、平時から有事まで継続的に運用・周知されるための仕組みづくりについて、受託者の高度な知見と創意工夫による提案を求める。
（２）業務内容
具体的内容については、別紙１「災害時における観光危機管理体制の構築に向けた検討業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）を参照のこと。
（３）事業規模（契約上限額）
金７，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）
（４）契約期間
契約締結日から2027年３月31日まで
（５）費用分担
受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、市は、契約金額以外の費用を負担しない。

３　契約に関する事項
（１）契約の方法
神戸市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容は本市と協議のうえ、仕様書及び企画提案書に基づき決定する。
なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、契約締結をしないことがある。
（２）委託料の支払い
業務完了後、本市の検査を経て、受注者の請求に基づき支払うこととする。
（３）契約書案
別紙（頭書及び委託契約約款）参照
（４）その他
契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。

４　応募資格、必要な資格・許認可等
次に掲げる条件のすべてに該当すること。
（１）地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないものであること。
（２）経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成14年法律第154号）の規定に基づく更生手続開始の決定がされている者、民事再生法（平成11年法律第225号）の規定に基づく再生計画認可の決定されているものを除く。）でないこと。
（３）参加申請関係書類の提出期間の最終日から契約候補者選定までの間に、神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止を受けていないこと。
（４）神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けていないこと。
（５）国税（法人税又は所得税及び消費税（地方消費税を含む）をいう。）及び地方税に
ついて滞納をしていないこと。
（６）各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、これらを受けて
いること。
（７）応募者が共同事業体（以下、「JV」という。）等の場合は、以下によること。
①すべての構成員が、上記（１）から（６）の要件を満たすこと。
②構成員の中から応募代表者を決定し、応募代表者はJV 等の意思決定を代表すること。
③応募代表者は、業務の総括、構成員間の調整、本市との調整の窓口を行うこと。また、委託契約に係る事務処理については代表者の名義で行うこと。
④JV 等の役割分担が明確になっていること。
（８）単独で応募する応募者は、他のJV 等の構成員となっている場合、単独での応募は認めない。また、JV 等の構成員は、他のJV 等の構成員になることは認めない。

５　スケジュール
（１）公募開始				2026年６月12日（金）
（２）参加申請関係書類・質問書提出期限　　　　2026年６月26日（金）17時まで
（３）質問に対する回答			2026年7月6日（月）予定
（４）企画提案書・見積書の提出期限	　　　　2026年７月27日（月）
（５）事業者選定委員会			2026年８月上旬予定
（６）選定結果通知			　　　　2026年８月中旬予定
（７）契約締結・事業開始			2026年9月初旬予定
（８）事業完了				2027年３月31日



６　応募手続き等に関する事項
（１）参加申請手続き
①　受付期間　2026年６月12日（金）から2026年６月26日（金）17時まで
②　提出先　　神戸市経済観光局観光企画課（kobe_tourism@city.kobe.lg.jp）
③　提出方法　電子メール（提出後、必ず担当者まで電話により受信確認を行うこと。）
④　提出書類
ア　参加申請書（様式第１号）
イ　参加資格確認書（様式第２号）
ウ　共同企業体参加届出書（様式第３号）＜必要な場合＞
エ　法人登記簿謄本又は登記事項全部証明書（提出日時点で発行日より３か月以内のもの、写し可）
オ　法人税、消費税及び地方消費税、県税、市町村税の各納税証明書（直近１年分、写し可）
※滞納がないことを納税証明により証明すること。
※当該市町村にて上記様式がない場合は各市町村税の納付を証する証明書様式にて提出すること。
ただし、エ及びオについては下記のとおり。
・神戸市の入札参加資格がある場合又は直近３か月以内に神戸市経済観光局に別件で提出しており、かつ内容に変更がない場合は提出不要。
・共同企業体の構成員となる企業についても提出すること。

（２）質問の受付
①　受付期間　2026年６月12日（金）から2026年６月26日（金）17時まで
②　提出先　　神戸市経済観光局観光企画課（kobe_tourism@city.kobe.lg.jp）
③　提出方法　電子メール
④　提出書類　別紙「質問票」（様式第４号）
⑤　回答方法
参加申込者全員に対し、質問事項及び回答を2026年7月6日（月）ごろに電子メールにて送付する。なお、質問者の情報は公表しない。
⑥　その他　神戸市の回答は、本要領及び仕様書を補足する効力を持つ。

（３）企画提案書・見積書の提出
①　受付期間　2026年６月12日（金）から2026年７月27日（月）17時まで
②　提出先　　神戸市経済観光局観光企画課（kobe_tourism@city.kobe.lg.jp）
③　提出方法　電子メール
④　提出書類　
ア　企画提案書（任意様式、表紙・目次を除きA4版20枚以内）
なお、企画提案書の必須記載項目は、以下のとおりとする。
a　本業務に対する考え方、実施方針
b　災害発生以降のフェーズごとの全体フロー作成のイメージ
c　行政向け災害時対応業務マニュアル及び作成手法
d　情報発信・伝達手法の整理の戦略
e　宿泊施設向け初動対応マニュアル及び作成手法
e　訓練内容の企画イメージ
f　本業務の実施方法、スケジュール等
g　本業務にかかる実施体制
　　　イ　見積書（任意様式、内訳が分かるように記載すること）

７　選定に関する事項
（１）選定方法
①　事業者選定にあたっては、事業者選定委員会の審査員が、提出された企画提案書等に基づく、対面によるプレゼンテーションの内容に対する審査を行い、評価基準により最も優れた企画・提案能力を有する事業者を特定し、最優秀提案者として契約の相手方の候補者とする。（詳細は別紙「評価基準」を参照）
②　なお、各審査員の採点の合計が総合点数の60％以上であることを最低基準とし、最低基準を満たさない提案者は選定の対象としない。
③　参加申込者が１者の場合は、プレゼンテーションは実施せず、企画提案書等を基に審査を行い、各審査員の採点の合計点が60％以上の場合は、契約の相手方の候補者とする。
④　合計点が同一の事業者が複数いる場合は、内容点のうち「（１）業務内容」における各選定委員の点数の合計が最も高い事業者を契約の相手方の候補者とする。

（２）事業者選定委員会（プレゼンテーション審査）
　ア　日時　2026年8月上旬 予定 ※詳細は応募者に別途通知
　イ　場所　三宮ビル東館内
　ウ　内容　・企画提案書によるプレゼンテーション（10 分程度、質疑応答は別途）
・説明は本業務に携わる者（責任者又はこれに準ずる者）が行うこと。
・説明の際は、事前に提出のあった企画提案書の内容に沿った説明を行うこと。

（３）失格事由
次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。
ア　選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること
イ　他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと
ウ　事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示すること
エ　提出書類に虚偽の記載を行うこと
オ　その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと
カ　企画提案書及び見積書等の必要書類が提出期限を過ぎて到着したとき
キ　見積書に記載の見積金額が本実施要領に定める契約上限額を超過しているとき
（４）選定結果の通知及び公表
評価結果及び選定結果は決定後速やかに、全ての参加者に通知し、また、本市ホームページに掲載する。本市ホームページには、選定した事業者名と総得点、他の応募者の総得点を掲示する。

８　その他
（１）提案に要する費用、条件等	
ア　企画提案書の作成に要する費用は、参加者の負担とする。
イ　企画提案書は、神戸市情報公開条例に基づく公開請求があった場合は、契約候補者に選定されたかどうかに関わらず、同条例第10条各号に該当する情報を除いて、公開の対象となる。
ウ　すべての企画提案書は返却しない。
エ　提出された企画提案書は、審査・業者選定の用以外に応募者に無断で使用しない（神戸市情報公開条例に基づく公開を除く）。
オ　期限後の提出、差し替え等は認めない。
カ　参加申請後に神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止又は神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けた者の公募型プロポーザル参加は無効とする。
（２）提出先、問い合わせ先
〒651－0087　神戸市中央区御幸通6-1-12　三宮ビル東館9階
神戸市経済観光局観光企画課（電話番号　078-984-0361）
メールアドレス：kobe_tourism@city.kobe.lg.jp
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